
令和５年９月１日 

 

 会 員 各 位 

 

一般社団法人香川県トラック協会 

 

９ 月 の 情 報 提 供 
 

１． 求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(令和 5年 7月分)   ・・・ １ 

２． 秋の全国交通安全運動 推進要綱                 ・・・ ５ 

３． 令和５年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」実施要領 ・・・１０ 

４． 令和 5年度自主点検結果とりまとめ表（９月、１０月実施分）    ・・・１２ 

５． トレーラの安全な使用及び関係法令改正に係わる研修会の実施について ・・１３ 

６． 令和５年度「標準的な運賃」活用セミナーの開催について      ・・・１５ 

７． 乗務員講習会のご案内について                  ・・・１６ 

８． 初任運転者及び事故惹起運転者に対する講習会開催のご案内について ・・・１８ 

９． 「テールゲートリフター特別教育（学科教育）」開催のご案内について・・・２１ 

１０． ９月は「職場の健康診断実施強化月間」です             ・・・２４ 

１１． 陸災防香川県支部会員の皆様へ                   ・・・３８ 

１２． 会員名簿の変更について（令和５年９月１日付）           ・・・３９ 

 

※地球環境に配慮したペーパーレス化を図るため冊子での発送を行っておりません。 

※申請書類や申込書等が必要な場合は、本書からプリントアウトしてご利用ください。 
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内閣府　香川県交通安全県民会議　市町交通安全対策協議会内閣府　香川県交通安全県民会議　市町交通安全対策協議会
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〇道路を渡るときは、
　横断歩道の利用を！
〇左右の安全をよく確認
　してから横断！
〇手を上げるなど、ドラ
　イバーに横断する意思
　を伝える！

〇ドライバーは早めのライト
　点灯で視界を確保！
〇横断歩道は歩行者絶対優先！
横断歩道手前では減速・
　一時停止！
〇飲酒運転や妨害運転は
　重大な犯罪！

後部座席を含めた全ての座席の

シートベルト着用と
上向きライトの活用と
反射材の自発的な着用の促進

～守ろう !「自転車安全利用五則」～

④飲酒運転は禁止
令和５年４月１日から
自転車利用者は乗車
用ヘルメットの着用
が努力義務となりま
した！

●

自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底

香川県

①車道が原則、左側を通行
　歩道は例外、歩行者を優先

NO！

③夜間はライトを点灯

秋の全国交通安全運動

1

●3

●2

●5

一人ひとりの安全が、香川県で暮らすみんなの安心に !
こどもと高齢者を始めとする

歩行者の安全の確保
夕暮れ時と夜間の
交通事故防止及び

飲酒運転等の根絶

〇車に乗るときは、
　全ての座席でシート
　ベルトの着用を！
〇６歳未満の幼児には
　チャイルドシートを
　正しく使用！

NNOO！！NO！

●4

〇夜間走行時は、上向きライトを効果的に活用！
〇歩行者や自転車は、外出時には必ず
　夜光チョッキやタスキ等を着用！

歩行者優先 守るけん かがわ県

チャイルドシートの正しい使用の徹底

②交差点では信号と一時停止を守って、
　安全確認

⑤ヘルメットを着用
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香香川川県県トトララッックク協協会会　　管管理理課課　　行行きき

FFAAXX  ：：  ００８８７７－－８８２２１１－－４４９９７７４４

エエアア・・ククリリーーナナをを清清掃掃ししたた車車両両数数 台台 台台

エエアア・・ククリリーーナナをを交交換換ししたた車車両両数数 台台 台台

エエアア・・ククリリーーナナのの清清掃掃、、交交換換のの必必要要ががなな
かかっったた車車両両数数

台台 台台

９９月月 １１００月月

事事業業者者名名

令令和和５５年年度度「「自自動動車車点点検検整整備備推推進進運運動動」」

「「黒黒煙煙濃濃度度のの悪悪化化にに大大ききなな影影響響をを与与ええるる装装置置のの点点検検･･整整備備」」のの実実施施にに係係るる
運運送送事事業業者者にによよるるエエアア・・ククリリーーナナのの自自主主点点検検結結果果

（（９９月月、、１１００月月実実施施分分））
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令和５年９月１日 

 

会 員 各 位 

（一社）香川県トラック協会 

 

トトレレーーララのの安安全全なな使使用用及及びび関関係係法法令令改改正正にに係係わわるる研研修修会会のの実実施施ににつついいてて  

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は、当協会の事業推進に対しまして格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上

げます。 
香川県トラック協会では、一般社団法人日本自動車車体工業会トレーラ部会担当者を

講師に迎え標記研修会を開催します。 

 この研修会は、依然として後を絶たない車輪脱落事故の再発防止のための点検整備の

重要性の説明の他、令和４年４月１日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両

通行確認制度」等、関係の法令改正についての説明もありますので、是非ご参加をよろ

しくお願い致します。 

敬 具 
記 

 

１．開催日時 令和５年９月１３日（水）１３時１５分～１６時００分 

２．開催場所 香川県トラック総合会館 ５階会議室 

３．定  員 ３０名（先着順） 

４．次  第 ①トレーラのより安全な使用について（火災防止と車輪脱落防止） 

        動画「トレーラ火災の原因と防止について」、 

「大型車の車輪脱落事故防止に向けた安全啓発ビデオ」 

        講演「トレーラ火災の原因と防止の為の点検整備の重要性、および 

           車輪脱落原因と脱落防止の為の予防整備について説明」 

②新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」等、トレー

ラに係わる最新の関係法令改正内容の紹介とトレーラ輸送による輸

送効率向上について 

③実車実験動画で見るトレーラの横転抑制装置の有効性 

        動画「より安全なトレーラをめざして」 

        講演「エアサストレーラに装着が義務付けになった横転抑制装置の 

有効性を実車実験動画を用いて紹介」 

 

５．申  込 別紙申込書を９月６日までに香ト協までご返信をお願いします。 
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別紙 

 

 

香川県トラック協会 行 

ＦＡＸ０８７－８２１－４９７４ 

 

 

 

トレーラの安安全全なな使使用用及及びび関関係係法法令令改改正正にに係係わわるる研研修修会会申込書 

 

 

 

１．開催日時 令和５年９月１３日（水）１３時１５分～１６時００分 

 

２．開催場所 香川県トラック総合会館 ５階会議室 

 

 ３．申  込 ９月６日（水）までにお願いします。 

 

 

会社名 

 

役 職 

 

氏名 

 

連絡先 

 

（       ）       ― 

 

 

※お問合せ先：（一社）香川県トラック協会 管理課 

      ＴＥＬ（０８７）８５１－６３８１ 
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 令和５年９月１日 

 

 会 員 各 位 

 

(一社)香川県トラック協会 

会 長  楠 木 寿 嗣 

 

令令和和５５年年度度「「標標準準的的なな運運賃賃」」活活用用セセミミナナーーのの開開催催ににつついいてて  

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

会員の皆さまが「標準的な運賃」に基づいて荷主との運賃交渉を行い、ドライバ

ーの働き方改革を実現し、持続可能な輸送を維持できるよう「標準的な運賃」活用

セミナーを下記のとおり開催致します。 

参加を希望される方は下記申込書にて９月２９日（金）までにお申込みください

ますようお願いします。 

敬具 
 

記 
 

１．日  時  令和５年１０月１２日（木）１３時３０分～１７時００分 

２．場  所  ホテルパールガーデン 新館６階 インペリアル 

３．講  師  近代経営システム研究所 代表 森高 弘純 氏 

４．内  容  ・「標準的な運賃」告示の概要・届出 

・「標準的な運賃」を踏まえた原価計算（演習など） 

・原価計算を反映した運行形態別運賃の考え方 

        ・荷主との交渉方法 

        ・燃料サーチャージ ほか 

５．そ の 他  計算演習を実施しますので、電卓をご持参ください。 
 

 
 
 

令和５年度「標準的な運賃」活用セミナー申込書 
 
 

会社名                     
 

役 職                     
 

お名前                     
 

※香ト協ＦＡＸ：０８７－８２１－４９７４宛ご返信ください。 
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令和 5 年 9 月 1日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人香川県トラック協会 

 

令和 5 年度 乗務員ステップアップ講習会のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の事業活動に格別のご理解を賜り厚くお礼申し上げます。 

さて、香川県トラック協会では、平成 16 年度より国土交通省告示 1366 号を基にし、安

全意識の高揚と交通事故防止に寄与することを目的とした乗務員向け講習会を開催して

おります。 

香ト協専任講師による事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転に関す

る知識を説明するほか、実車を用いて日常点検方法や死角などの車高等のトラックの構造

上の特性についても学んでいただける体験型講習となっております。 

参加を希望される事業者は、別紙申込書に必要事項をご記入の上、トラック協会まで返

信ください。 

敬  具 

 

記 

 
１． 開催内容 乗務員ステップアップ講習会 

 

２． 開催日時 別紙参加申込書を参照ください。 

 

 ３．対 象 者 営業所所属運転者 

※乗務員教育を担当する管理者の参加も可能です。 

 

 ４．費  用 無料 

 

 ５．申込方法 参加申込書に必要事項を記載され、FAX にてお申し込みください。 

 

６．問合せ先 一般社団法人香川県トラック協会 

        電話 087-851-6381 FAX 087-821-4974 

以上 

 

 

 

 

 

 

－16－



 

 

令和 5 年度 乗務員ステップアップ講習 参加申込票 

・乗乗務務員員スステテッッププアアッッププ講講習習（（受講希望日に✔印をご記入下さい。）） 

 

✔印 

記入欄 
開催回 開催日時 開催場所 

 第 105 回 
令和 5 年  10 月 14 日（土） 

9:00 ～ 12:00 会場 安全研修センター 

住所 高松市福岡町 3丁目 3-6 
 第 106 回 

    10 月 14 日（土） 

13:30 ～ 16:30 

 第 107 回 
令和 5 年  11 月 25 日（土） 

9:00 ～ 12:00 会場 安全研修センター 

住所 高松市福岡町 3丁目 3-6 
 第 108 回 

    11 月 25 日（土） 

13:30 ～ 16:30 

 

○○受受講講希希望望者者デデーータタ 

会会  社社  名名    

担担当当者者名名（（記記入入者者））    

  

 氏  名 生年月日 
トラック 

ドライバー歴 
乗務車種 
（〇印記入） 

１ 
（ふりがな） 昭和 ・ 平成    年 

年  
大型 

 
中型 

 
小型 

 月  日（満  歳） 

参加希望講習 
（○印記入） 第 105 回（AM） ・ 第 106 回(PM)  ・  第 107 回（AM） ・ 第 108 回(PM) 

２ 
（ふりがな） 昭和 ・ 平成    年 

年  
大型 

 
中型 

 
小型 

 月  日（満  歳） 

参加希望講習 
（○印記入） 第 105 回（AM） ・ 第 106 回(PM)  ・  第 107 回（AM） ・ 第 108 回(PM) 

３ 
（ふりがな） 昭和 ・ 平成    年 

年  
大型 

 
中型 

 
小型 

 月  日（満  歳） 

参加希望講習 
（○印記入） 第 105 回（AM） ・ 第 106 回(PM)  ・  第 107 回（AM） ・ 第 108 回(PM) 

※※  香香トト協協（（ＦＦＡＡＸＸ  008877‐‐882211‐‐44997744））へへ申申しし込込みみくくだだささいい
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令和５年９月１日 

 

会 員 各 位 

 

一般社団法人香川県トラック協会 

 

初初任任運運転転者者及及びび事事故故惹惹起起運運転転者者にに対対すするる講講習習会会開開催催ののごご案案内内  

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は、当協会の事業運営に対しまして格別のご理解とご協力を賜り厚

くお礼申し上げます。 

さて、貨物自動車運送事業者等は貨物自動車運送事業輸送安全規則第１

０条第２項の定めにより、標記運転者に対して特別な指導を行うこととな

っております。 

本年は昨年と同様に、四国交通共済協同組合と共催し、初任運転者講習

会（６時間講習・１０回）、事故惹起運転者講習会（６回）を下記要領で

開催することと致します。 

つきましては、業務ご多忙とは存じますが、当該運転者の派遣を賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。なお、都合により各回２０名を定員

とさせていただいております。 

敬 具 

  

※※初初任任運運転転者者ととはは（（指指導導のの場場合合））  

貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条第１項に基づき運転者として

常時選任するために新たに雇い入れた者。（当該貨物自動車運送事業者に

おいて初めてトラックに乗務する前３年間に他の一般貨物自動車運送事

業者等によって運転者として常時選任されたことがある者を除く） 

 

※初任運転者講習会については、「初任運転者に対する特別な指導の内容

及び時間」１５時間以上の内、６時間講習で実施しますので、残り９時

間の指導は貴社等で教育をお願い致します。  
 

※※事事故故惹惹起起運運転転者者ととはは  

死者又は重傷者（自動車損害賠償保障法施行令第５条第２号又は３号に

掲げる傷害を受けたもの）を生じた交通事故を引き起こした運転者、及び

軽傷者（同条第４号に掲げる傷害を受けたもの）を生じた交通事故を引き

起こし、かつ、当該交通事故前の３年間に交通事故を引き起こしたことが

ある運転者。 
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記 

 

１１．．  開開催催日日程程  

＜初任運転者講習会＞ 

第１回 令令和和５年 ４月１３日（木） 第８回 令和５年１１月３０日（木） 

第２回      ４月２７日（木） 第９回   令和６年２月８日（木） 

第３回      ６月 １日（木） 第１０回      ３月２８日（木） 

第４回      ７月１３日（木） 

 
第５回      ８月２４日（木） 

第６回      ９月２１日（木） 

第７回     １０月１９日（木） 

 

 

＜事故惹起運転者講習会＞ 

第１回  令和５年 ５月１１日（木） 第５回  令和６年 １月１８日（木） 

第２回       ７月 ６日（木） 第６回       ３月１４日（木） 

第３回       ９月１４日（木） 
 

第４回      １１月 ２日（木） 

  

２２．．開開催催時時間間      ９：３０ ～ １７：００ 

３３．．場場    所所      四国交通共済会館 

４４．．受受  講講  料料      講習会に係る費用は香ト協で負担いたします。 

５５．．定定    員員      ２０名 

６６．．申申    込込      初別紙申込書を四交協へファックス送信ください。  
初任運転者講習会の申込みについては、定員に達している場

合があります。 

※事前に、四国交通共済協同組合ホームページ「講習・研修

スケジュール」（http://yonkokyo.or.jp/publics/index/32/）

で申込状況をご確認いただきお申込み下さい。 

７７．．証証  明明  書書      受講修了後、特別指導受講証明書が発行されます。  
８８．．そそ  のの  他他      筆記用具を必ずご持参ください。  

※屋外講習がありますので、実施できる服装等で、ご参加く 

ださい。※やむを得ず、日程を変更する場合があります。

予め、ご了承ください。 
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四交協 ＦＡＸ（０８７７－４４－３３９０）へご送信願います。 

初初 任任 及及 びび 事事 故故 惹惹 起起 運運 転転 者者 講講 習習 会会 参参 加加 申申 込込 書書  

○○初初任任運運転転者者講講習習会会  ((受講希望日に印をご記入ください。)  

✔印 

記入欄 
開 催 日 

✔印 

記入欄 
開 催 日 

終了 令和５年     ４月１３日（木）  令和５年   １１月３０日（木） 

終了 ４月２７日（木）  令和６年    ２月 ８日（木） 

終了           ６月 １日（木）  ３月２８日（木） 

終了           ７月１３日（木） 

    
終了 ８月２４日（木） 

 ９月２１日（木） 

 １０月１９日（木） 

○○事事故故惹惹起起運運転転者者講講習習会会  ((受講希望日に印をご記入ください)。  

✔印 

記入欄 
開 催 日 

✔印 

記入欄 
開 催 日 

終了 令和５年    ５月１１日（木）  令和６年    １月１８日（木） 

終了   ７月 ６日（木）      ３月１４日（木） 

 ９月１４日（木）  

 １１月２日（木） 

 
※開講時間は、９：３０～１７：００（各回共通） ※ご希望の講習日にチェック（✔）をお願い致します。 

※複数の講習会にお申込の方は、この用紙をコピーしてご利用下さい。 

○○受受講講者者デデーータタ  

 ふりがな 
氏  名 生年月日 

 
 

昭和 
平成 年   月   日  

 
○○派派遣遣先先デデーータタ 

会 社 名  

会社住所 〒 

電話番号  ＦＡＸ番号  

担当者名  役      職  

※ 受講後、特別指導受講証明書をお送りしますので、担当者名と役職、及び会社住所を必ずご記入く

ださい。 
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『テールゲートリフター特別教育(学科教育)』開催のご案内 

 

労働安全衛生規則が改正され、令和 6 年 2 月 1 日以降は、特別教育を受けた者でなければテールゲート 

リフターによる荷役作業を行えなくなります。 

 特別教育は、企業内で学科及び実技の科目について十分な知識、経験を有する者が実施することが原則と

なっておりますが、外部研修機関等が行う特別教育を受講する方法も認められています。 

それに伴い、陸災防香川県支部では特別教育のうち、学科教育（4 時間）を実施しますので是非、受講さ

れますようご案内申し上げます。 

 

                                                                    
１． 日  時  令和 5 年 11 月１４日(火) 

9：00～1４：30(予定) ※11:30～12:30 昼休憩 

        

２．開催場所  香川県トラック総合会館 5 階会議室  

 

３．定    員  50 名（先着順です。）定員に達し次第締め切ります。 

        ※追加講習については決まり次第ホームページ等にてお知らせします。 

 

４．受 講 料   会 員： ８,800 円(テキスト代・消費税込) 

非会員：１１,000 円(テキスト代・消費税込) 

 

５．カリキュラム   

 

 

学科 

教育 

科   目 範  囲 講習時間 

テールゲートリフターに関する知識 
テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法、

テールゲートリフターの点検及び整備の方法 

１.５時間 

テールゲートリフターによる作業に

関する知識 

荷の種類及び取扱い方法、台車の種類、構造及び取扱   

い方法、保護帽の着用、災害防止     

 ２時間 

関係法令 法令及び安衛則中の関係条項 ０.５時間 

 

６．配布資料  ⑴テールゲートリフター作業者必携 

        ⑵テールゲートリフター安全作業ハンドブック 

        ⑶「実技教育のポイント」動画教材アクセス用 URL 

        ※実技教育（2 時間）は、各事業場において日常使用している機種で行え 

         るよう、実施方法を整理した動画教材「実技教育のポイント」をご紹介 

します。 

 

７．申込方法  お電話でのご予約が先着となります。 

その後、申込書にご記入の上、返信用封筒 1 部(実施案内等送付用 84 円切手 

貼付)を添えて陸災防香川県支部宛てお申込み下さい。後日、受講票等送付し 

ます。 

 

８．そ の 他  テールゲートリフター特別教育インストラクター養成講座につきましては、 

決まり次第お知らせします。 

  

９．問合せ先  陸災防香川県支部 ＴＥＬ：087-851-6251 

 



 

 
テールゲートリフター特別教育（学科教育） 

受 講 申 込 書 
 
 

 
受  講  日 

陸災防香川県支部（香川県トラック協会）  

会員・非会員の別 

令和   年   月   日 会員 ・ 非会員 

事業場名  

所 在 地 

〒       ―     

 

連絡先（TEL）        ―       ― 

代表者名  担当者名  

 

【 受講者氏名等 】 ※印の欄は記入しないでください。 

※受講 

番号 

フリガナ 
生年月日 ※受講証明証番号 備 考 

受講者氏名 

 

 
昭和    
・    年   月   日 

平成    
  

 

 

 
昭和    
・    年   月   日 

平成    
  

 

 

 
昭和    
・    年   月   日 

平成    
  

 

 

 
昭和    
・    年   月   日 

平成    
  

 

 

 
昭和    
・    年   月   日 

平成    
  

 

 

※本人確認の為、自動車運転免許証(写)を添付してください。 

※受講申込書にご記入いただいた情報は、本講習及び当協会からの情報提供以外には使用 

いたしません。 

 

 

令和    年    月    日 

陸運労災防止協会 香川県支部長殿 

 



事業者の皆さまへ

■ 医療保険者※１から健康診断の結果を求められた際の提供にご協力ください。

別添１

9月は「職場の健康診断実施強化月間」です
「健康診断及び事後措置の実施の徹底」と「医療保険者との連携」をお願いします

都道府県労働局・労働基準監督署

２.医療保険者との連携

※１：協会けんぽ、健保組合、市町村国保、国保組合、共済組合等を指します。

※２：医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、

労働者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行すること。

■ 健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後
措置の実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。

特に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者
の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底してください。

１.健康診断及び事後措置の実施の徹底

エイジフレンドリー補助金
のご案内はこちら

（出典：令和４年労働安全衛生調査）
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健診実施率 医師意見聴取率

健診実施率〔%〕 有所見者に対する医師意見聴取率〔%〕

事業場規模〔人〕

＜事業場規模別 健康診断及び医師意見聴取の実施割合＞

○厚生労働省では、コラボヘルス※２等の労働者の健康保持増進のための取組に要した費用に対
し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っています。積極的にご活用ください。

○有所見者に対する医師からの意見聴取を
徹底しましょう。

○事後措置は、医師の意見を勘案し、必要
があると認めるときに、労働者の実情を
考慮して、必要な措置（就業場所の変更、
作業の転換、労働時間の短縮等）を実施
しましょう。

○事後措置を講ずるに当たっては「健康診断
結果に基づき事業者が講ずべき措置に関す
る指針」をご確認ください。

＜地域産業保健センターのご案内＞
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師

を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指
導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をしています
ので、ぜひご活用ください。

○保険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき
保健事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいます。

○制度間の健診の重複を避け、これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健
康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられています
ので、健康診断結果の提供への協力をよろしくお願いします。
※法律に基づく提供の場合は、第三者提供に係る本人同意は不要です。

健康診断結果に基づき事業者が
講ずべき措置に関する指針→



「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について
（抜粋）

令和５年８月16日付け基安発0816第２号
１ 重点事項
（１）健康診断及び事後措置等の実施の徹底
（２）健康診断結果の記録の保存の徹底
（３）一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保

健師による保健指導の実施
（４）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年法律第80号。

以下「高確法」という。）に基づく医療保険者が行う特定健
康診査・保健指導との連携

（５）健康保険法（大正11年法律第70号。以下「健保法」とい
う。）に基づく保健事業との連携

（６）平成30年３月29日付け基安労発0329第３号「地域産業保健
センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえ
た小規模事業場における地域産業保健センターの活用

２ 取組を実施する上での留意点
（１）１の（１）については、健康診断の実施、有所見者に対する

医師からの意見聴取を徹底していただきたいこと。また、医
師の意見を勘案し、必要があると認めるときに、労働者の実
情を考慮して、必要な事後措置を実施していただきたいこ
と。
さらに１の（３）については、健康診断の結果、特に健康の
保持に努める必要があると認める労働者に対しては、医師又
は保健師による保健指導を行うよう努めていただきたいこ
と。事後措置や保健指導を講ずるに当たっては「健康診断結
果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」（平成８年
10月１日健康診断結果措置指針公示第１号、平成29年４月
14日最終改正）を十分に考慮いただきたいこと。
なお、これらについては、労働者数50人未満の小規模事業場
も含む全ての事業場において取り組んでいただく必要がある
こと。

（２）１の（４）については、事業者が、高確法第27条第３項の規
定により安衛法等に基づく定期健康診断結果を求めた保険者
に対して、当該結果のうち特定健康診査に相当する項目を提
供することが義務となっている。また、特定健康診査に相当
しない項目についても、労働者に同意を得ることにより保険
者に対して提供可能であるが、これらを知らないこと等によ
り、中小企業等において、医療保険者への健康診断の結果の
情報提供が進んでいないといった指摘がある。一方、こうし
た情報提供により、コラボヘルス等が推進され、労働者の健
康保持増進につながることから、令和５年７月31日付け基発
0731第１号保発0731第４号「「定期健康診断等及び特定健
康診査等の実施に係る事業者と保険者の連携・協力事項につ
いて」の一部改正について」に基づいた対応を依頼している
ところである。
また、１の（５）については、令和３年６月11日に健保法

が改正され、令和４年１月より、特定健康診査の対象となら
ない40歳未満の労働者の定期健康診断結果についても、保険
者から求められた場合の提供が事業者に義務付けられてい
る。

以上を踏まえ、定期健康診断の結果の提供の義務につい
て、別添１のリーフレットの活用等により、周知を行ってい
ただきたいこと。

（３）１の（６）については、地域産業保健センターにおいて労働
者数50人未満の小規模事業場を対象として、健康診断結果に
ついての医師からの意見聴取、保健指導等の支援を行ってい
ることから、小規模事業場への指導等の際は、必要に応じて
その利用を勧奨していただきたいこと。また、事業主団体等
が傘下の中小企業等に対して産業保健サービスを提供した費
用を助成する「団体経由産業保健活動推進助成金」につい
て、事業主団体及び事業者等に周知する際には、リーフレッ
トの活用等により、その利用を勧奨していただきたいこと。

（４）安衛法に基づく各種健康診断の結果報告については、電子申
請の利用が可能であることから、別添２のリーフレットの活
用等により、その利用を勧奨していただきたいこと。

（５）派遣労働者については、健康診断に関する措置義務につい
て、派遣元・派遣先の役割分担がなされているため、以下の
事項に留意していただきたいこと。
ア 派遣元事業場による一般健康診断、派遣先事業場による

特殊健康診断の実施状況を確認すること。
イ 派遣元事業場においては一般健康診断及び特殊健康診断

結果の記録の保存、派遣先事業場においては特殊健康診断
結果の記録の保存状況を確認すること。

ウ 派遣労働者に対する一般健康診断の事後措置等の実施に
ついては、派遣元事業場にその義務が課せられているが、
派遣先事業場でなければ実施できない事項等もあり、派遣
元事業場と派遣先事業場との十分な連携が必要であること
から、両事業場の連携が十分でない事案を把握した場合
は、十分に連絡調整を行う必要があること。

（６）外国人労働者を雇用する事業者等に対して、一般定期健康診
断の問診票の外国語版（英語、中国語、韓国語、スペイン
語、ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語、タガログ
語、タイ語、ネパール語、クメール語、ミャンマー語、モン
ゴル語）の周知を行っていただきたいこと。

３ 健康診断以外の産業保健に関する取組の周知・啓発
事業場における産業保健の推進を図るため、重点事項と併せ

て、以下の取組についても周知・啓発を行っていただきたいこ
と。

（１）ストレスチェックの確実な実施、集団分析及びその集団分析
結果の活用による職場環境改善の推進

（２）「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」（昭
和63年健康保持増進のための指針公示第１号、令和５年３月
31日最終改正）に基づく取組の推進
ア 地域資源の活用については、「地域・職域連携推進ガイ

ドライン」（平成17年３月策定、令和元年９月改訂）に基
づく取組

イ 運動の習慣化等による健康保持増進については、スポー
ツ庁のリーフレット等を活用した「体力つくり強調月間」
（毎年10月１日～31日）、スポーツの日（毎年10月の第
２月曜日）及び「Sport in Lifeコンソーシアム」の周知啓
発

（３）職場におけるがん検診の推進
ア 健康診断実施時に、事業者や健康診断実施機関等から、
がん検診の受診勧奨

イ 特に、女性従業員に対し、乳がん検診・子宮頸がん検診
や婦人科等の定期受診促進について、別添３及び４のリー
フレットを活用した周知

ウ 「職域におけるがん検診に関するマニュアル」（平成30
年３月策定）を参考にしたがん検診の実施

エ 別添５のリーフレットを活用した、がん対策推進企業ア
クションの周知

（４）女性の健康課題に関する理解の促進
ア 別添６のリーフレットを活用した、産業保健総合支援セ
ンターにおける人事労務担当者・産業保健スタッフ向け
の女性の健康課題に関する専門的研修及び女性の健康課
題に関する相談窓口の周知

イ ｅ‐ヘルスネットや企業や働く女性向けに健康管理に関す
る情報を提供している「働く女性の心とからだの応援サ
イト」の活用

ウ 別添７の転倒災害防止に向けたリーフレットを活用した
骨粗鬆症検診の受診勧奨

（５）眼科検診等の実施の推進
ア アイフレイルチェックリストや６つのチェックツールを

活用した眼のセルフチェックの推進
イ 転倒等の労働災害の原因ともなっている視野狭窄を含む
緑内障等の眼 科疾患を予防し、早期に発見するため、40
歳以上の従業員に対し、別添８のリーフレットを活用した
眼科検診の周知

（６）職場における感染症に関する理解と取組の促進
ア 「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」（平成23年５

月16日策定、令和４年３月７日最終改訂）に基づく職域で
の検査機会の確保等

イ 「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」（平
成７年２月20日策定、平成22年４月30日改訂）に基づく
取組

ウ 令和４年４月20日付け基安労発0420第１号「従業員に対
する風しんの抗体検査の機会の提供について（協力依
頼）」等に基づく抗体検査の機会の提供等

R5.8



総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告 

定期健康診断結果報告 

心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告 

☆ 
労働安全衛生法に基づく免許証の新規交付申請/再交付申請/ 
書替え申請/更新申請  

足場/局所排気装置等の設置・移転・変更届 
（労働安全衛生法第88条に基づく届出） 

有害物ばく露作業報告 

労働者死傷病報告 

特定元方事業者の事業開始報告 

☆ ボイラー・第一種圧力容器の構造検査・溶接検査・落成検査申請 

☆ クレーンの落成検査申請 

☆ 移動式クレーンの製造検査申請 

特定化学物質、有機溶剤等の特殊健康診断結果報告 

上記のほか、労働安全衛生関係法令の電子申請が可能な届出等はこちらをご参照ください。 
  ＵＲＬ：http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-  
                 Roudoukijunkyoku/denshi.xlsx   
 

電子申請の詳しい操作方法は、パンフレット「労働基準法、最低賃金法等の届出等は、電子申
請が便利です！」 に掲載していますので、ご覧ください。 
  パンフレット掲載先：http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184033.html 

厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 

労働安全衛生法等の手続のうち、約800の届出等が電子申請できます。 

電子申請できる主な届出等は、以下のとおりです。 

（H30.1） 

☆印の手続は、電子申請を行うと手数料が割引になります。 
※ 詳しくは、労働基準監督署又は都道府県労働局にお問い合わせください。 

注）顔写真等を別途郵送する必要があります。 

労働安全衛生法等の届出 などをする際は、 

          が便利です！   

















つ
ま

ず
き

3
7

.8
%

歩
行

中
バ

ラ
ン

ス
崩

し
・

も
つ

れ

4
.7

%

滑
り

3
1

.8
%

障
害
物
を
越
え
る
の
を
失
敗
し
た

2
.8
%

動
作
の
反
動

2
.5
%

荷
物
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

1
.9
%

踏
み
外
し
（
階
段
を
踏
み
外
し
て

転
落
し
た
も
の
を
除
く
）

1
.7
%

貧
血
、
意
識
消
失
等

1
.4
%

そ
の
他
の
転
び
方

1
3
.8
%

不
明

1
.7
%

「
つ

ま
ず

き
」

等
に

よ
る

転
倒

災
害

の
原

因
と

対
策

「
滑

り
」

に
よ

る
転

倒
災

害
の

原
因

と
対

策

凍
結

し
た

通
路

等
で

滑
っ

て
転

倒
（

2
5

％
）

従
業

員
用

通
路

の
除

雪
・

融
雪
。
凍
結
し
や
す
い
箇
所
に
は
融
雪
マ
ッ
ト
等
を
設
置
す
る
（
★
）

作
業

場
や

通
路

に
こ

ぼ
れ

て
い

た
水

、
洗

剤
、

油
等

に
よ

り
滑

っ
て

転
倒

（
1

9
％

）
水

、
洗

剤
、

油
等

が
こ

ぼ
れ

て
い

る
こ

と
の

な
い

状
態

を
維

持
す

る
。

（
清

掃
中

エ
リ

ア
の

立
入

禁
止

、
清

掃
後

乾
い

た
状

態
を

確
認

し
て

か
ら

の
開

放
の

徹
底

）

水
場

（
食

品
加

工
場

等
）

で
滑

っ
て

転
倒

（
1

6
％

）
滑
り
に
く
い
履
き
物
の
使
用
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
第
5
5
8
条
）

防
滑

床
材

・
防

滑
グ

レ
ー

チ
ン

グ
等

の
導

入
、

摩
耗

し
て

い
る

場
合

は
再

施
工
（
★
）

隣
接

エ
リ

ア
ま

で
濡

れ
な

い
よ

う
処

置

雨
で

濡
れ

た
通

路
等

で
滑

っ
て

転
倒

（
1

5
％

）
雨
天
時
に

滑
り

や
す

い
敷

地
内

の
場

所
を

確
認
し
、
防
滑
処
置
等
の
対
策
を
行
う

作
業

場
・

通
路

に
放

置
さ

れ
た

物
に

つ
ま

ず
い

て
転

倒
（

1
6

％
）

バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
等
も
含
め
た

整
理

、
整

頓
（
物
を
置
く
場
所
の
指
定
）

の
徹

底

通
路

等
の

凹
凸

に
つ

ま
ず

い
て

転
倒

（
1

0
％

）
敷
地
内
（
特
に
従
業
員
用
通
路
）
の

凹
凸

、
陥

没
穴

等
（

ご
く

わ
ず

か
な

も
の

で
も

危
険

）
を

確
認

し
、

解
消

作
業

場
や

通
路

以
外

の
障

害
物

（
車

止
め

等
）

に
つ

ま
ず

い
て

転
倒
（
８
％
）

適
切

な
通

路
の

設
定

敷
地

内
駐

車
場

の
車

止
め

の
「

見
え

る
化

」

作
業

場
や

通
路

の
設

備
、

什
器

、
家

具
に

足
を

引
っ

か
け

て
転

倒
（
８
％
）

設
備

、
什

器
等

の
角

の
「

見
え

る
化

」

転
倒

災
害

の
発

生
状

況
（

休
業

４
日

以
上

、
令

和
３

年
）

転
倒

時
の

類
型

主
な

原
因

と
対

策

＜
そ
の
他
の
転
び
方
＞

•
他
人
と
ぶ
つ
か
っ
た
・
ぶ
つ
か
ら
れ
た

•
台
車
の
操
作
を
失
敗
し
た

•
他
人
、
動
物
等
を
避
け
よ
う
と
し
て
バ
ラ
ン

ス
を
崩
し
た

•
服
が
引
っ
か
か
っ
た

•
坂
道
等
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

•
立
ち
上
が
っ
た
と
き
に
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

•
靴
紐
を
踏
ん
だ

•
風
で
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

移
動
中

7
4
%

作
業
中

2
6
%

（
R
５
）

3
3

,6
7

2
 

2
5
,0
0
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2
7
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0
0

3
0
,0
0
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3
2
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0
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3
5
,0
0
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H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
H
2
8
H
2
9
H
3
0
R
1
R
2
R
3

（
人
）

6
0

歳
以

上
女

性

2
8

%

5
0

代
女

性

1
9

%
6

0
歳

以
上

男
性

1
5

%

5
0

代
男

性

1
0

%

4
0
代
男
性

8
%

4
0
代
女
性

7
%

4
7

％

性
別

・
年

齢
別

内
訳

転
倒

災
害

発
生

件
数

の
推

移

厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局
・
労
働
基
準
監
督
署

(な
し
)

作
業

場
や

通
路

の
コ

ー
ド

な
ど

に
つ

ま
ず

い
て

転
倒
（
7
％
）

※
引
き
回
し
た
労
働
者
が
自
ら
つ
ま
ず
く
ケ
ー
ス
も
多
い

転
倒
原
因
と
な
ら
な
い
よ
う
、
電
気
コ
ー
ド
等
の
引
き
回
し
の
ル
ー
ル
を
設
定
し
、

労
働
者
に
遵
守
を
徹
底
さ
せ
る

労
働

者
の

転
倒

災
害

（
業

務
中

の
転

倒
に

よ
る

重
傷

）
を

防
止

し
ま

し
ょ

う

5
0

歳
以

上
を

中
心

に
、

転
倒

に
よ

る
骨

折
等

の
労

働
災

害
が

増
加

し
続

け
て

い
ま

す

事
業

者
は

労
働

者
の

転
倒

災
害

防
止

の
た

め
の

措
置

を
講

じ
な

け
れ

ば
な

り
ま

せ
ん

転
倒

リ
ス

ク
・

骨
折

リ
ス

ク

中
央
労
働
災
害

防
止
協
会

転
倒
予
防
セ
ミ
ナ
ー

職
場
３
分

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

何
も

な
い

と
こ

ろ
で

つ
ま

ず
い

て
転

倒
、

足
が

も
つ

れ
て

転
倒

（
2

7
％

）

転
倒

や
怪

我
を

し
に

く
い

身
体

づ
く

り
の

た
め

の
運

動
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
の

導
入
（
★
）

転
倒

災
害

に
よ

る
平

均
休

業
日

数
（
※
労
働
者
死
傷

病
報
告
に
よ
る
休
業
見
込
日
数
）

4
7

日

転
倒

に
よ

る
怪

我
の

態
様

•
骨

折
（

約
7

0
％

）
•
打
撲

•
眼
球
破
裂

•
外
傷
性
気
胸

な
ど

転
倒

し
た

の
は

･･
･

転
倒
災
害
が
起
き
て
い
る
の
は

移
動

の
と

き
だ

け
で

は
あ

り
ま

せ
ん

転
び
の
予
防

体
力
チ
ェ
ッ
ク

ロ
コ
チ
ェ
ッ
ク

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

一
般

に
加

齢
と

と
も

に
身

体
機

能
が

低
下

し
、

転
倒

し
や

す
く

な
り

ま
す

→
「
転
び
の
予
防
体
力
チ
ェ
ッ
ク
」
「
ロ
コ
チ
ェ
ッ
ク
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

特
に

女
性

は
加

齢
と

と
も

に
骨

折
の

リ
ス

ク
も

著
し

く
増

大
し

ま
す

→
対
象
者
に
市
町
村
が
実
施
す
る
「
骨
粗
鬆
症
検
診
」
を
受
診
さ
せ
ま
し
ょ
う

現
役

の
方

で
も

、
た

っ
た

一
度

の
転

倒
で

寝
た

き
り

に
な

る
こ

と
も

→
「
た
っ
た
一
度
の
転
倒
で
寝
た
き
り
に
な
る
こ
と
も
。
転
倒
事
故
の
起
こ
り
や
す
い

箇
所
は
？
」
（
内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

（
★
）
に
つ
い
て
は
、
高
年
齢
労
働
者
の
転
倒
災
害
防
止
の
た
め
、
中
小
企
業
事
業
者
は

「
エ

イ
ジ

フ
レ

ン
ド

リ
ー

補
助

金
」
（
補
助
率
１
/２
、
上
限
1
0
0
万
円
）
を
利
用
で
き
ま
す

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

中
小
事
業
者
は
、
無
料
で
安
全
衛
生
の
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す

中
小
規
模
事
業
場

安
全
衛
生
サ
ポ
ー
ト
事
業

エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
補
助
金



6
0
歳
以
上

女
性

4
3
%

5
0
代
女
性

2
8
%

4
0
代
女
性

1
0
%

6
0
歳
以
上
男
性

5
%

3
0
代
女
性

4
%

2
0
代
女
性

3
%

介
護
の
現
場
に
お
け
る
転
倒
災
害
の
発
生
時
点

移
動
中

7
0
.4
%

作
業
中

2
9
.6
%

凍
結
し
た
通
路
等
で
滑
っ
て
転
倒
（
2
4
％
）

従
業
員
用
通
路
の
除
雪
・
融
雪
。
凍
結
し
や
す
い
箇
所
に
は
融
雪
マ
ッ
ト
を
設
置
す
る
（
★
）

こ
ぼ
れ
て
い
た
水
、
洗
剤
、
油
等
（
人
為
的
な
も
の
）
に
よ
り
滑
っ
て
転
倒
（
2
1
％
）

水
、
洗
剤
、
油
等
が
こ
ぼ
れ
て
い
る
こ
と
の
な
い
状
態
を
維
持
す
る
。

（
清
掃
中
エ
リ
ア
の
立
入
禁
止
、
清
掃
後
乾
い
た
状
態
を
確
認
し
て
か
ら
の
開
放
）

浴
室
等
の
水
場
で
滑
っ
て
転
倒
（
2
3
％
）

防
滑
床
材
の
導
入
、
摩
耗
し
て
い
る
場
合
は
施
工
し
直
す
（
★
）

滑
り
に
く
い
履
き
物
を
使
用
さ
せ
る

脱
衣
所
等
隣
接
エ
リ
ア
ま
で
濡
れ
な
い
よ
う
処
置

雨
で
濡
れ
た
通
路
等
で
滑
っ
て
転
倒
（
1
1
％
）

雨
天
時
に
滑
り
や
す
い
敷
地
内
の
場
所
を
確
認
し
、
防
滑
処
置
等
の
対
策
を
行
う

送
迎
・
訪
問
先
で
の
濡
れ
た
場
所
で
の
転
倒
防
止
の
注
意
喚
起

利
用
者
の
車
椅
子
、
シ
ル
バ
ー
カ
ー
、
杖
な
ど
に
つ
ま
ず
い
て
転
倒
（
８
％
）

介
助
の
周
辺
動
作
の
と
き
も
焦
ら
せ
な
い

介
助
の
あ
と
は
“一
呼
吸
置
い
て
”か
ら
別
の
作
業
へ

通
路
の
段
差
に
つ
ま
ず
い
て
転
倒
（
1
5
％
）

事
業
場
内
の
通
路
の
段
差
の
解
消
（
★
）
、
「
見
え
る
化
」

送
迎
先
・
訪
問
先
で
の
段
差
等
に
よ
る
転
倒
防
止
の
注
意
喚
起

作
業
場
や
通
路
以
外
の
障
害
物
（
車
止
め
な
ど
）
に
つ
ま
ず
い
て
転
倒
（
７
％
）

適
切
な
通
路
の
設
定

敷
地
内
駐
車
場
の
車
止
め
の
「
見
え
る
化
」

設
備
、
家
具
な
ど
に
足
を
引
っ
か
け
て
転
倒
（
1
2
％
）

設
備
、
家
具
等
の
角
の
「
見
え
る
化
」

何
も
な
い
と
こ
ろ
で
つ
ま
ず
い
て
転
倒
、
足
が
も
つ
れ
て
転
倒
（
3
3
％
）

転
倒
や
怪
我
を
し
に
く
い
身
体
づ
く
り
の
た
め
の
運
動
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
導
入
（
★
）

走
ら
せ
な
い
、
急
が
せ
な
い
仕
組
み
づ
く
り

転
倒
時
の
類
型

主
な
原
因
と
対
策

一
般
に
加
齢
と
と
も
に
身
体
機
能
が
低
下
し
、
転
倒
し
や
す
く
な
り
ま
す

→
「
転
び
の
予
防
体
力
チ
ェ
ッ
ク
」
「
ロ
コ
チ
ェ
ッ
ク
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い

特
に
女
性
は
加
齢
と
と
も
に
骨
折
の
リ
ス
ク
も
著
し
く
増
大
し
ま
す

→
対
象
者
に
市
町
村
が
実
施
す
る
「
骨
粗
鬆
症
検
診
」
を
受
診
さ
せ
ま
し
ょ
う

現
役
の
方
で
も
、
た
っ
た
一
度
の
転
倒
で
寝
た
き
り
に
な
る
こ
と
も

→
「
た
っ
た
一
度
の
転
倒
で
寝
た
き
り
に
な
る
こ
と
も
。
転
倒
事
故
の
起
こ
り
や
す
い

箇
所
は
？
」
（
内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
）

中
央
労
働
災
害

防
止
協
会

転
倒
予
防
セ
ミ
ナ
ー

社
会
福
祉
施
設
の
転
倒
災
害
に
よ
る
平
均
休
業

日
数
（
※
労
働
者
死
傷
病
報
告
に
よ
る
休
業
見
込
日
数
）

4
4
日

職
場
３
分

エ
ク
サ
サ
イ
ズ

コ
ー
ド
な
ど
に
つ
ま
ず
い
て
転
倒
（
５
％
）

労
働
者
や
利
用
者
の
転
倒
原
因
と
な
ら
な
い
よ
う
、
電
気
コ
ー
ド
等
の
引
き
回
し
の
ル
ー
ル
を
設
定
し
、

労
働
者
に
徹
底
さ
せ
る

社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
転
倒
災
害
の
態
様

•
骨
折
（
約
7
0
％
）

•
打
撲

•
じ
ん
帯
損
傷

•
捻
挫

•
外
傷
性
く
も
膜
下
出
血

つ
ま
ず
き

4
0
%

歩
行
中
バ
ラ
ン
ス
崩
し
・
も
つ
れ

5
%

滑
り

3
1
%

他
人
と
ぶ
つ
か
っ
た
、

他
人
に
押
さ
れ
た

（
被
介
助
者
の
転
倒
含
む
）

5
%

荷
物
や
介
助
作
業
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

4
%踏
み
外
し

1
%

車
椅
子
、
台
車
の
操
作
を
失
敗

2
%

立
ち
上
が
り
時
バ
ラ
ン
ス
崩
し

1
%

貧
血
、
意
識
消
失
等

1
%

物
・
他
人
・
動
物
を
よ
け
よ
う
と
し
て

バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た

1
%

障
害
物
を
乗
り
越
え
る
の
を
失
敗
し
た

1
%

環
境
に
よ
る
バ
ラ
ン
ス
崩
し

1
%

そ
の
他
の
転
び
方

4
%

転
倒
モ
ー
ド
不
明

3
%

社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
転
倒
災
害
発
生
件
数
の
推
移

社
会
福
祉
施
設
に
お
け
る
転
倒
災
害
被
災
者
の

性
別
・
年
齢
別
内
訳

4
,3
3
6

1
,0
0
0

2
,0
0
0

3
,0
0
0

4
,0
0
0

5
,0
0
0

H
2
4
H
2
5
H
2
6
H
2
7
H
2
8
H
2
9
H
3
0
R
1
R
2
R
3

（
な
し
）

「
つ
ま
ず
き
」
等
に
よ
る
転
倒
災
害
の
原
因
と
対
策

「
滑
り
」
に
よ
る
転
倒
災
害
の
原
因
と
対
策

（
★
）
に
つ
い
て
は
、
高
年
齢
労
働
者
の
転
倒
災
害
防
止
の
た
め
、
中
小
企
業
事
業
者
は

「
エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
補
助
金
」
（
補
助
率
１
/２
、
上
限
1
0
0
万
円
）
を
利
用
で
き
ま
す

介
護
労
働
者
の
転
倒
災
害
（
業
務
中
の
転
倒
に
よ
る
重
傷
）
を

防
止
し
ま
し
ょ
う

5
0
歳
以
上
を
中
心
に
、
転
倒
に
よ
る
骨
折
等
の
労
働
災
害
が
増
加
し
続
け
て
い
ま
す

事
業
者
は
労
働
者
の
転
倒
災
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

転
倒
災
害
（
休
業
４
日
以
上
）
の
発
生
状
況
（
令
和
３
年
）

（
R
５
）

厚
生
労
働
省
・
都
道
府
県
労
働
局
・
労
働
基
準
監
督
署

転
倒
リ
ス
ク
・
骨
折
リ
ス
ク

転
倒
災
害
が
起
き
て
い
る
の
は

移
動
の
と
き
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

転
び
の
予
防

体
力
チ
ェ
ッ
ク

ロ
コ
チ
ェ
ッ
ク

内
閣
府
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

中
小
事
業
者
は
、
無
料
で
安
全
衛
生
の
専
門
家
の
ア
ド
バ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
ま
す

エ
イ
ジ
フ
レ
ン
ド
リ
ー
補
助
金

中
小
規
模
事
業
場

安
全
衛
生
サ
ポ
ー
ト
事
業







 
 
 

陸災防香川県支部会員の皆様へ 
 
 

 

 

 
   

   
会員事業場の安全衛生活動内容の紹介、災害事例とその対策などを掲載しています。   
毎月 10日に陸災防本部よりＥメールにてお届けします。 

登録料・購読料は無料です。 

下記、お届け先登録申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。 
 

お届け先登録申込書      申込先 陸上貨物運送事業労働災害防止協会本部 

ＦＡＸ ００３３－－３３４４５５３３－－７７５５６６１１ 

  
(注) 次の URLから「陸運と安全衛生」配信規約をご覧ください。https://fofa.jp/rikusai/a.p/101/ 

登録完了のメールをお送りします。もし、届かない場合は下記の「お問い合せ先」までご連絡ください。 
お申込みいただいたメールアドレス等の情報は、広報誌や陸災防からの情報をご提供する目的のみに利
用させていただきます。なお、会員の確認等のため、陸災防支部に登録情報を提供することがあります。 

 

 
 

フォークリフト講習・はい作業主任者講習 等の日程は、下記ホ－ムページ

をご覧ください。 

http：//www.rikusaibou-kagawa.jp/   
  陸運労災防止協会香川 検索

 

 
おお問問いい合合わわせせ先先        

厚厚労労省省所所管管    陸陸運運労労災災防防止止協協会会香香川川県県支支部部  
   災災害害防防止止団団体体 TTEELL  ００８８７７--８８５５１１--６６２２５５１１    

                          

  

事事業業場場名名または 

個個人人名名 
 

電電話話番番号号   ＦＦＡＡＸＸ番番号号  

都都道道府府県県    

メメーールルアアドドレレスス   

 

広報誌のご案内 

講習のご案内 

お届けする陸災防広報誌「陸運と安全衛生」の内容 

－23－



当協会発行の会員名簿（令和5年度版）について、下記のとおり変更等をお願いします。

(一社)香川県トラック協会

ページ

5 有限会社 藤井重量建設

【　入　会　】
代表者　　藤井　智之
所在地　　〒761-8003
　　香川県高松市神在川窪町２１５ー１３
TEL（087）882-2187　FAX（087）805-1037

17 丸亀司レッカー 株式会社 【　退　会　】

18 有限会社 アート建設工業

【　入　会　】
代表者　　辻村　宣福
所在地　　〒765-0033
　　香川県善通寺市木徳町１０８９ー３
TEL（0877）64-0651　FAX（0877）64-0652

18 旭工業 株式会社

【　入　会　】
代表者　　出水　　彰
所在地　　〒762-0081
　　香川県丸亀市飯山町東坂元２６００ー２６
TEL（0877）98-0055　FAX（0877）98-0065

20 藤村運輸 有限会社 【　退　会　】

25
四国福山通運 株式会社
東かがわ営業所

【　入　会　】
指定代表者　　吉成　章
所　在　地　〒769-2602
　　香川県東かがわ市川東８６７ー１
TEL（0879）24-9292　FAX（0879）24-9296

　　※※名名簿簿のの変変更更等等ごござざいいままししたたらら、、香香トト協協宛宛（（ＴＴＥＥＬＬ：：008877--885511--66338811））ごご連連絡絡下下ささいい。。

会会員員名名簿簿のの変変更更等等ににつついいてて

令和5年9月1日

会　社　名　他 変　更　内　容

－24－
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